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平成２８年陸別町議会９月定例会会議録（第３号）

招 集 の 場 所 陸 別 町 役 場 議 場

開 閉 会 日 時 開会 平成28年９月14日 午前10時00分 議 長 宮 川 寛

及 び 宣 告 閉会 平成28年９月14日 午後１時29分 議 長 宮 川 寛

応（不応）招議 議席 出席等 議席 出席等
員及び出席並 氏 名 氏 名
びに欠席議員 番号 の 別 番号 の 別

出席 ８人 １ 中 村 佳 代 子 ○ ８ 宮 川 寛 ○

欠席 ０人 ２ 久 保 広 幸 ○

凡例 ３ 多 胡 裕 司 ○

○ 出席を示す ４ 本 田 学 ○

▲ 欠席を示す ５ 山 本 厚 一 ○

× 不応招を示す ６ 渡 辺 三 義 ○

公▲○ 公務欠席を示す ７ 谷 郁 司 ○

会議録署名議員 山 本 厚 一 渡 辺 三 義

職務のため議場に 事務局長 主任主査
出席した者の職氏名 吉 田 功 吉 田 利 之

法第１２１条の規定 町 長 野 尻 秀 隆 教 育 委 員 長 石 橋 勉

により出席した者の 監 査 委 員 飯 尾 清 農業委員会長（議員兼職） 多 胡 裕 司

職氏名

町長の委任を受けて 副 町 長 佐 々 木 敏 治 会 計 管 理 者 芳 賀 均

出席した者の職氏名 総 務 課 長 早 坂 政 志 町 民 課 長 ( 芳 賀 均 )

産業振興課長 副 島 俊 樹 建 設 課 長 高 橋 豊

保健福祉センター次長 丹 野 景 広 国保関寛斎診療所事務長 ( 丹 野 景 広 )

総 務 課 参 事 高 橋 直 人 総 務 課 主 幹 空 井 猛 壽

教育委員長の委任を 教 育 長 野 下 純 一 教 委 次 長 有 田 勝 彦

受けて出席した者の

職氏名

農業委員会会長の 農委事務局長 棟 方 勝 則

委任を受けて出席し

た者の職氏名

議 事 日 程 別紙のとおり

会 議 に 付 し た 事 件 別紙のとおり

会 議 の 経 過 別紙のとおり
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◎議事日程

日程 議 案 番 号 件 名

１ 会議録署名議員の指名

２ 追加議案の取り扱いについて

３ 議案第６０号 平成２７年度陸別町一般会計歳入歳出決算認定について

平成２７年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出
４ 議案第６１号

決算認定について

平成２７年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計
５ 議案第６２号

歳入歳出決算認定について

平成２７年度陸別町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定
６ 議案第６３号

について

平成２７年度陸別町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認
７ 議案第６４号

定について

平成２７年度陸別町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算
８ 議案第６５号

認定について

平成２７年度陸別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認
９ 議案第６６号

定について

追加
議案第６７号 平成２８年度一般会計補正予算（第５号）

１

林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求
１０ 意見書案第３号

める意見書の提出について

子ども医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措
１１ 意見書案第４号

置の廃止を求める意見書の提出について

追加 平成２８年８月の連続４台風による災害への対応を求める意
意見書案第５号

２ 見書の提出について

１２ 発議案第２号 議員の派遣について

１３ 委員会の閉会中の継続調査について

◎会議に付した事件

議事日程のとおり
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開議 午前１０時００分

○議長（宮川 寛君） 総務課瀧澤主幹より、欠席する旨の報告がありました。

────────────────────────────────────

◎諸般の報告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これから、諸般の報告を行います。

議会関係諸般の報告については、諸般報告つづりのとおりでありますので御了承願いま

す。

────────────────────────────────────

◎町長行政報告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 町長から行政報告の申し出があります。

野尻町長。

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議会の初日、６日の日に４点ばかり行政報告をさせてい

ただきましたが、１件追加で報告申し上げたいと思います。

８月の３０日に発生しました台風１０号によります、町有林の被害状況について御報告

申し上げたいと思います。９月１３日現在の調査によりますと、弥生団地、４３林班１３

小班、カラマツ３３年生４.６４ヘクタールのうち約３ヘクタール区域の７０％に倒伏、

幹折れ、幹曲がり、４３林班２３小班、トドマツ６２年生１.２ヘクタールのうち約０.１

ヘクタールの区域が全面倒伏、幹折れなど、被害額に換算しますと３８６万７,０００円

となります。また、今回補正予算を計上しておりますが、農業施設災害復旧費９１万８,

０００円を追加した４７８万５,０００円が新たに判明いたしました。今回の台風７、１

１、９、１０号による被害額は１億３,８５４万４,０００円となりました。

さらに、今月８日から９日にかけての大雨により、農作物被害が発生しております。内

容としましては、ビート冠水１ヘクタール、バレイショの冠水２ヘクタール、合わせて３

ヘクタールが新たな被害としてふえております。

また、この大雨によりまして、元町の一部に対し避難勧告準備を午後４時に発し、午後

９時３０分に解除しております。なお、自主的に親類の家などに避難した方は３世帯４人

となっております。元町の一部及び大通から栄町の宮の森側の町民に注意喚起のチラシを

配付し、愛の鐘による町民への注意喚起の放送を行ったところであります。

以上で、報告を終わらせていただきます。

────────────────────────────────────

◎開議宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これより、本日の会議を開きます。

────────────────────────────────────
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◎日程第１ 会議録署名議員の指名

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、５番山本議員、６番渡辺議員を指名します。

────────────────────────────────────

◎議案等内容訂正の申し出

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 次の日程に入る前に、本定例会の議案にかかわり、町長から議案

等の内容を訂正したいとの申し出がありました。発言を許します。

佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、決算書の中で字句と数字の訂正が２カ所ほどござ

いますので、訂正をお願いしたいと思います。

まず、決算書の９８ページをお開きいただきたいと思います。

９８ページの上段の消防施設等整備の中で、水槽付消防ポンプ自動車購入負担金とござ

いますが、これは高規格救急自動車購入負担金に訂正をお願いしたいと思います。

それから、決算書１９２ページになります。第５表の平成２７年度経費別支出内訳調で

すが、その表の中の２の医業費、（１）の医業用器械器具費で備考欄、医療用備品９９４

万９,６０８円とございますが、これを１９６万２,３６０円、その下のその他３万９,６

３６円とございますが、これを１５万４,８７２円に訂正をお願いしたいと思います。

以上です。

────────────────────────────────────

◎日程第２ 追加議案の取り扱いについて

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第２ 追加議案の取り扱いについて。休会中に町長から議案

第６７号平成２８年度陸別町一般会計補正予算（第５号）が提出され、また、本田議員か

ら意見書案第５号平成２８年８月の連続４台風による災害への対応を求める意見書案の提

出がありました。この件について、本日、議会運営委員会を開き、協議しておりますの

で、委員長より報告を求めます。

多胡委員長。

○３番（多胡裕司君）〔登壇〕 ９月定例会の運営にかかわり、休会中に町長より提出の

ありました追加議案１件並びに議会関係意見書案１件の取り扱いについて、本日開催いた

しました議会運営委員会において慎重に協議をしましたので、結果について御報告いたし

ます。

今般、町長から追加で提出のありました案件については、平成２８年度陸別町一般会計

補正予算（第５号）の１件であります。また、議会関係では意見書案１件が新たに提出さ

れました。これを、お手元に配付しております日程表のとおり、本日の議事日程に組み入
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れ、審議するものといたします。

以上のとおりでありますので、特段の御理解をお願い申し上げ、報告といたします。

○議長（宮川 寛君） お諮りいたします。

ただいまの議会運営委員長からの報告のとおり、追加提出のあった議案第６７号、意見

書案第５号を、日程表のとおり本日の日程に組み入れ、議題にしたいと思います。御異議

ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議題第６７号、意見書案第５号を本日の日程の議題とすることに決定しま

した。

────────────────────────────────────

◎日程第３ 議案第６０号平成２７年度陸別町一般会計歳入歳出決算

認定について

◎日程第４ 議案第６１号平成２７年度陸別町国民健康保険事業勘定

特別会計歳入歳出決算認定について

◎日程第５ 議案第６２号平成２７年度陸別町国民健康保険直営診療

施設勘定特別会計歳入歳出決算認定について

◎日程第６ 議案第６３号平成２７年度陸別町簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について

◎日程第７ 議案第６４号平成２７年度陸別町公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算認定について

◎日程第８ 議案第６５号平成２７年度陸別町介護保険事業勘定特別

会計歳入歳出決算認定について

◎日程第９ 議案第６６号平成２７年度陸別町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算認定について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 二日目に引き続き、日程第３ 議案第６０号から日程第９ 議案

第６６号までの平成２７年度陸別町各会計歳入歳出決算認定について７件を一括議題とし

ます。

提案理由の説明を既に終えておりますので、各議案の質疑、討論、採決を行います。

一般会計にかかわる質疑は、別途配付しております審議予定表のとおり、科目を区切っ

て進めてまいります。他の科目にも関連する質疑があるときは、歳入全般、歳出全般につ

いての質疑のときに行ってください。また、歳入、歳出相互に関連するときは、歳入歳出

全般の質疑のときに行ってください。

次に、質疑の回数については、区切った科目において原則３回までとし、それでもなお

十分な答弁が得られないと議長が認めたときは、回数をふやしたいと思います。
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次に、討論、採決については、各会計の質疑が終わった後、その会計ごとに行います。

それでは、議案第６０号平成２７年度陸別町一般会計歳入歳出決算認定についての質疑

を行います。

事項別明細書は、８ページから参照してください。

また、説明資料については、１２８ページからを参照してください。

まず、歳入についての質疑を行います。

１款町税、８ページから１１ページ上段まで。

２番久保議員。

○２番（久保広幸君） １項町民税について質問いたします。議案説明書の資料１５の１

を参酌しております。この調定額１億３,７２９万１,０００円余りにつきましては、当初

予算に対してもさることながら、対前年度比でも大きな増額になっております。特に、２

目の法人町民税は大きな増額であります。これは、納税義務者はふえたようには理解でき

ないわけでありますが、課税標準額がふえたと、そのように理解してよろしいでしょう

か。

○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） おっしゃるとおりで、営業成績が上がったものと推測されま

す。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に２款地方譲与税、１０ページ上段から、８款地方

特例交付金、１３ページ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、９款地方交付税、１２ページ下段から１１款分担金及び負

担金、１５ページ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に１２款使用料及び手数料、１４ページ下段から１

９ページ下段まで。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、１３款国庫支出金、１８ページ下段から、１４款道支出

金、２７ページ中段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、１５款財産収入、２６ページ中段から、１８款繰越金、３

３ページ上段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に１９款諸収入、３２ページ上段から３７ページ上

段まで。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、２０款町債、３６ページ上段から３７ページまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に歳入全般について行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 以上で、歳入の質疑を終わります。

次に、歳出の質疑を行います。

事項別明細書は、３８ページから参照してください。

まず、１款議会費全般、３８ページから３９ページ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に２款総務費１項総務管理費１目一般管理費、３８

ページ下段から、５目財産管理費、４５ページ上段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、同じく２款総務費１項総務管理費６目町有林野管理費、４

４ページ上段から、１０目諸費、４９ページ上段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、同じく２款総務費１項総務管理費１１目交流セ

ンター管理費、４８ページ上段から、１４目企業誘致対策費、５３ページ上段まで。

４番本田議員。

○４番（本田 学君） ４８ページ、天文台の管理と、左下の表ですね、コテージ村の管

理ということで、平成２６年度決算と比較すると、天文台は２２９人の減ということで、

それとコテージ村は大幅に伸びて１５５ですか、６６０から８１５となっております。数

字でどうのこうのということではないのですが、天文台は１万人を目標としていろいろ

やっているのかなと思っております。天候の問題とか、ことしも、週末になると天気が悪

くて星が見えないとか、そういうことがいろいろあってのことなのかなと思っております

が、このコテージの数字が伸びているということで、何かこことリンクをして伸ばすよう

な方法はないかなと思いますが、そこら辺の考えはいかがですか。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） ただいまの御質問でございますけれども、天文台につい

ては年間の入館者目標を１万人として活動をしているところでありますが、残念ながら、

昨年度については８,３３５人ということで、平成２６年度からは減っております。ここ

数年でも、平成２４年度に９,１４３人ということで、１万人にはちょっと達しなかった

のですけれども、９,０００人台に乗せたということで、それまでも８,０００人台が多

かったのですが、そういった形で、曇った場合でも対応できるようにということでプラネ

タリウムを導入したりですとか、町民コンサートですとか、毎年夏にスターライトフェス

ティバルということで講演会やコンサートなども行いながら入館者増に努めているところ
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であります。今年度以降についても同じような形で入館者増に努めていくわけですけれど

も、先ほど議員がおっしゃったとおり、どうしても天候の問題というものがありまして、

日中曇っていますと、夜晴れたとしても、遠くから来るお客さんがなかなか来ないといっ

たような状況も確かにございます。昨年についても、天気が悪くて、開館している日に比

べて、実際に星が見えた日、少しでも見えた日も含めて、５０％行かない、４７％ぐらい

の天候だったということがあります。その前は５０％を超えるというようなこともあっ

て、その年によって差はあります。それとまた、月食ですとか流星群ですとか、そういっ

た天文現象も入館者に大きく左右するものとなっておりますが、これらも含めて入館者増

に努めていきたいというふうに思っております。

コテージの関係ですけれども、コテージは、昨年、使用開始して、以来２番目の利用率

ということで、多かったのですけれども、この要因というのは、実際に委託しているとこ

ろに聞いても、詳しい理由というのはわからないのですが、推測として、町内のオーロラ

ハウスも利用がふえているわけですけれども、町内のオーロラハウスですとか町内の旅館

がふえた分、そこに泊まる予定だった人がコテージに行っている可能性もあるのかなとい

うふうに考えております。天文台を見に来て泊まるという方がふえれば、リンクしてふえ

ていくのですが、そうでない方の宿泊がふえるとどうしてもリンクしないということにも

なるのですけれども、コテージに泊まった方が気軽に天文台に行けるような形も、今後考

えていったほうがいいのかなというふうに考えております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ４番本田議員。

○４番（本田 学君） そうですね、今、課長がおっしゃったように、その最後の部分だ

と思うのですけれども、どうしても夜遅いというか、そういう時間帯なので、泊まってい

ただく方の取り込みが結構必要なのかなと思いますので、コテージとか、オーロラです

ね、宿泊施設に、パンフレットなのか、こういうふうにやっていますということを、テー

ブルの上とか、何かちょっとした形で置ければいいのかなと思うのですけれども、いかが

ですか。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） 泊まっている方には、基本的にはパンフレットとかも置

いてはいるのですけれども、積極的な声かけですとか、そういったものもしていただきな

がらＰＲ等も進めていきたいというふうに考えております。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、同じく２款総務費２項徴税費、５２ページ上段

から、６項監査委員費、６１ページ中段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、３款民生費１項社会福祉費、６０ページ中段から６５ペー
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ジ上段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、同じく３款民生費２項児童福祉費、６４ページ上段から、

３項国民年金費、６７ページまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に４款衛生費全般、６８ページから７５ページ上段

まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、５款労働費全般、７４ページ上段から７７ページ上段ま

で。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、６款農林水産業費１項農業費、７６ページ上段から８５

ページ上段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、６款農林水産業費２項林業費、８４ページ上段

から８７ページ中段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、７款商工費全般、８６ページ中段から９１ページ上段ま

で。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に８款土木費全般、９０ページ上段から９７ページ

下段まで。

６番渡辺議員。

○６番（渡辺三義君） ９４ページの８款土木費２項道路橋りょう費５目街路灯費につい

てちょっとお伺いします。ここに８－２－５の図表でありますが、街路灯改修ですか、新

町８号通り街路灯のＬＥＤ電球設置工事ということで３２灯、５９８万３,２００円、こ

れ、工事が完了しておりますが、当然、計画的には進められていると思いますが、現在、

町でＬＥＤ化の進捗状況ですか、それともう１点、例えばこのケースでいきましたら、Ｌ

ＥＤ化にした場合、現行と比べて料金がどのぐらい削減できるのか、この２点についてお

伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 高橋建設課長。

○建設課長（高橋 豊君） ＬＥＤの関係なのですけれども、現在、街路灯が１９０灯あ

るのですけれども、そのうち平成２７年度末では８０灯ほどＬＥＤ化が終了ということ

で、本数でいきますと進捗率が４２.１％ということになります。

それと、あと、その電気料金の関係だと思うのですけれども、どのぐらい削減できたか

ということになるのですけれども、平成２７年度につきましては、１１月に設置している
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ということで、１年分がまだ確定していないということでございますので、ことしの１月

と、ことしの７月の１カ月間、この３２灯分について比較をしたところ、平成２７年の１

月でいきますと約８万８,０００円、そして、ことしの平成２８年の１月ですと約３万８,

０００円ということで、１月で比較すると約５６％の減額をしていると。なお、７月につ

きましては、平成２７年度の７月で約５万６,８００円ほど、そして、平成２８年の７月

で約２万８,０００円ほどということで、約５０％の減額ということになっております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に９款消防費全般、９６ページ下段から９９ページ

中段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、１０款教育費１項教育総務費、９８ページ中段から、３項

中学校費、１０７ページ下段まで。

４番本田議員。

○４番（本田 学君） １００ページの下の３目教育振興費ということで、この表の中

に、土曜授業推進事業ということで、２年目に今なっているのかなと。丸１年、この平成

２７年度で終わったのかなと思っておりますが、大分定着して、進んでいるのかなという

認識がありますが、総括ではないのですけれども、今も進行して、去年の反省点とかよ

かった点とかを今進行してやっているところだと思うのですが、この１年のくくりとして

どのような形で終えたのかというところを聞きたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 野下教育長。

○教育長（野下純一君） ただいまの質問でありますけれども、土曜授業の件でありま

す。今質問のとおり、平成２７年度からスタートをさせてもらいました。この件につきま

しては、土曜日の過ごし方の充実を図るということで、学校、家庭、地域、この三者が連

携して、社会全体で子供たちを育てるという基本的な理念、そして、陸別町においては、

陸別の子供は陸別で育てるということで、地域全体でまた子供たちを見守るというふうな

ことを、保護者の方々、それから学校の教職員の方々に丁寧に説明をして理解をしていた

だいて、平成２７年度にスタートできたというふうに思って感謝しているところでありま

す。年１０回ということで平成２７年度は設定して、スタートをさせてもらいました。そ

して、その基本的な土曜３時間の授業構成でありますけれども、前半２時間を教科授業と

いうことで、基本的には１時間を地域との連携、それから生徒会活動と、それと学力の向

上等ということで設定しまして平成２７年の場合はスタートいたしました。特に地域との

連携授業の中で、ふるさと教育、それからキャリア教育ということで、こまを設けまし

て、これも地域の方々の理解をいただいて、さまざまな観点からの地域の取り組み方を直

接子供たちが授業を受けるという、僕にとってはというか、新鮮な空間ができ上がったな
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というふうに思っております。また、パッチなどの地域行事ということで、本来子供たち

が感性的に受け入れるというふうな、日本古来というか、古くからなじまれているそうい

うイベントをすることによって、眠っているというか、本来子供たちが持っている、遊び

というか、そういう体験を掘り起こしたというふうなことも大きな、別な交流の仕方だと

かというのを体験できたのかなというふうにも思っております。そういう点で、非常に地

域と教職員の方々の理解のもとで、平成２７年度は自分が想像した以上の効果があったの

かなというふうに思っております。

アンケートを実際とっておりますので、一つ紹介させていただきますけれども、これは

生徒用のもので若干紹介させていただきます。ふだんの授業がわかるようになったという

項目では、１回目は、そう思う、どちらかといえばそう思うというのが５１％だったので

すけれども、２回目は６１％というふうな成果が出ただとか、それから、この土曜授業を

取り組んでよかったというふうな質問では、１回目は３３％だったのですけれども、２回

目では６１％というふうに大幅に上昇したというふうなアンケート結果があります。

ただし、この土曜授業というのは、まだまだ定着しているというふうには感じてはおり

ません。慎重に、これからも丁寧に丁寧に意見を聞きながら進めていくべきものなのかな

というふうに、この１年、平成２７年度を振り返っております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ４番本田議員。

○４番（本田 学君） 子供たちもそうだと思うのですけれども、教える側の方の意見を

聞くと、逆にすごくお勉強になるというか、どうやって教えてあげようかとか、そうい

う、僕が想像していなかった別なほうのところにもそういう何か波及というかがあるのか

なと思っているので、総合でいいほうに行っているのかなと思っております。他町より先

行して多分このことをやっていると思うのですけれども、他町とのもし意見交換ですね、

公式か非公式かではないのですけれども、そういう部分でやっていって輪を広げていくと

いうことも、これから視野に入れてやっていったらいかがかなと思うのですけれども、い

かがですか。

○議長（宮川 寛君） 野下教育長。

○教育長（野下純一君） 実は、ここに冊子があるわけですけれども、平成２７年度の土

曜授業推進事業の実践校の報告書ということで一つの冊子にしてまとめまして、管内の市

町村教育委員会、それから学校関係者のほうに配付をして、ぜひともこれを見ていただい

て参考にしていただいて、土曜日における、うちは授業という形で進めさせてもらいまし

たけれども、土曜日における教育活動がさらに充実になるようにということで進めまし

た。平成２８年度も指定を受けて実施しておりますので、また、こういうふうな形で報告

書をまとめて管内等にも周知を図りながら、連携が進むようにしていきたいなというふう

に考えております。

以上です。
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○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、同じく１０款教育費４項社会教育費、１０６

ページ下段から、５項保健体育費、１１３ページ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、１１款災害復旧費全般、１１２ページ下段から１１５ペー

ジ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に１２款公債費全般、１１４ページ下段から、１３

款予備費全般、１１７ページまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に歳出全般について行います。

７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） 各項目にかかわることなので、最終的に歳出全般でちょっとお聞

きしたいのと、私の意見を述べたいと思うのですけれども、報酬費ですか、各項目にある

のですけれども、この報酬というのは、町長の諮問機関という形で委員会が開かれ、ある

いは審議会とか、いろいろそういうものがある中で取り組まれているわけなのですけれど

も、資料を請求してもらったのですけれども、委員会がいわゆる実際に予算を組みながら

最終的に開催されなかったということで不用額が発生しているわけなのですけれども、そ

の不用額が発生せざるを得ないというのは、諮問する中身がなかったのかと思う面もある

けれども、私が調べたところによると、この委員会というのは、私のもらった資料以外に

も、簡単に言えば、条例集を見ると３０種類ぐらいあるのですよね、いろいろ審議会とか

諮問機関とか、あるいは運営委員会とかといろいろあるのですけれども、予算化した上で

最終的に不用額、いわゆる開催されなかったという、その辺の理由と、今後いろいろな審

議会等について、されることが予想されるものだけ予算化するのか、それとも、いずれに

しても、予算化しなくても、審議会のあるものについての項目については予算化する必要

性があるのではないかと。例えば、防災審議委員会というのは３年ぐらい開かれていなく

て、最終的に、防災会議ですね、やっぱり結果的にはことしの７月にやったとかという、

そういう先の見通しの、その審議会のあり方と、その予算を組む段階での措置の仕方、そ

して、実際上、実施した結果不用額が出たと、その辺についての考え方をちょっと、どう

いうふうにしてそういう流れになったのかお伺いします。

それと、先般、監査委員に質問したわけなのですけれども、実際上、いわゆる時間外で

すね、そういうことが起きた中において、監査の指摘の中では、民生課が一応トップに

なってきて、あと建設というふうになっているのですけれども、業務内容として、特別民

生課のほうで多忙であったのかどうかの点について……。（「町民課」と呼ぶ者あり）

町民課ね、町民課のほうの理由について、私的には、人員がきちんと配置された上でそ
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ういうことになったのか、業務上一過性的なものだったのかについてと、そういうことで

お答え願いたいと思うのですけれども。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） まず、報酬の関係ですけれども、今回の追加資料は議員の求

めに応じてということで、決算の資料ですから、諮問機関ということですから、諮問機関

の関係する資料を出していると、まずこれを理解していただきたいと思います。

予算の計上、未計上というのは、その時々の当初予算から見るか、あるいは、時期的に

その年度途中で見るかということもありますけれども、基本的に、内容がある程度わかる

ものについては当初予算で見る場合もありますけれども、ある程度、急遽、未開催でも、

急遽、その年度途中で、何らかの要因で開催しなければならないと、そういったことを見

越しての予算計上をして、最終的に未開催で終わっていると、そういったこともあるとい

うことをまず御理解をいただきたいと思います。大きな考え方の中ではですね、そういう

中でも予算を見ているということで御理解をいただきたいと思います。

それから、時間外の関係ですけれども、私どもは、去年の指摘もございますので、去年

も決算のときにこの場で考え方を説明したと思うのですよね。各課それぞれ指示しまして

分析をしておりますが、まず、大きな、時間的なふえた要素だけ、全体的な考え方を分析

しましたので説明をしておきたいと思います。

まず一つは、統一地方選挙が平成２７年度にございました。したがって、投票日が２回

あるということであります。平成２７年度は知事、道議と、それから町長、町議選投票

日、２回ございました。平成２６年度は衆議院選挙などがございましたけれども、その投

票日１回と２回の差によって、職員の時間外というのは約５００時間ほど全体的にふえて

いると、そういったことがあるということをまず御理解をしていただきたいと思います。

選挙事務に係る、投票日に係る事務においての増と、それが５００時間ぐらい、平成２６

年度に比較してあるということをまず御理解していただきたいと思います。

それからもう一つは、選挙事務に関係するのですが、総務課の選管事務局職員が病気療

養で長期療養しておりまして、その穴埋めのために、今、総務課職員全体で選挙事務を執

行しております、知事、道議、それから町長、町議選挙。そういった部分の中でふえてい

る要素としては、期日前投票の立会人ですとか、そういったものもございますけれども、

そういった部分でいくと、約３００時間ほど、総務課全体で職員が長期療養をすることに

よって、総務課職員全体で協力し合うと、そういった部分で時間外がふえているというこ

とをまず申し上げておきたいと思います。

それから、全体としては、職員の、平成２７年度においては、長期のけがによる入院療

養、あるいは育児休業ということがございまして、それをカバーするための職員の協力に

よる時間外、そういったものが全体的にはふえていると。

それから、私どもも認識しておりますけれども、人事異動が伴うと、どうしてもその年

というのは時間外がふえると、そういったことをまず御理解をいただきたいと思います。
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それから、イベント関連、これはもう御存じのとおり、地域の皆さんが実行委員会をつ

くってやっています。そういった中で、職員、行政側は側面的な支援という部分で、イベ

ント関係の準備ですとか、それから夜間の会議ですとか、そういった部分で職員もやって

おりますので、そういった部分での時間外がふえていると、そういったことも御理解をい

ただきたいと思います。この議員の中にも観光協会の会長さんがいますけれども、そこら

辺の中身はよく御存じかなというふうに、イベント関係については思っております。

全体的には、そういった点が平成２６年度から見ると全体に時間がふえていると、そう

いったことでまず御理解をいただきたいと思っております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） 前段で申し上げましたように、各委員会というのか、いわゆる諮

問機関であったり、あるいは運営協議会とか、いろいろそういうものが、条例を見ると３

０ぐらいあるのですよね。そういったものについて、やっぱりきちんと行政を進める上

で、いわゆる住民とのコンセンサスを得ると。例えばまちづくり審議会というのは重要な

意味を持つのですよね、だから、そういった審議会がきちんと開催されていくことが、う

まく行政が進んでいくのではないかと私は思うのですね。そういった意味からいくと、例

えば資料を見ますと、林業振興委員会というのがありますよね、この林業振興委員会とい

うのは、開催はゼロで、不用額を出していたり、あるいは保健・医療・福祉サービス検討

委員会ですか、そういったものも、予算は見ているけれども不要になっているという形

は、やっぱり開催されていないということは、やっぱりそういう住民のローリングすると

いうのですか、いわゆるコンセンサスを得るためのやっぱり必要なもの、林業の場合、特

に産業の一環でもありますので、それを進める上で、あと、いろいろ僕も調べたら、予算

化されていない審議会なんかもありますけれども、やっぱり重要な審議会というか委員

会、町が諮問する、そういうものは、やっぱりきちんと開催されて広く住民の意見を聞く

ことが必要でないかと思うので、今後、この不用額が、予算化したものだけでもきちんと

消化できるような方法がいいのではないかと思うのですけれども、その辺についてもう一

度町長から答弁願います。

それから、残業というか、いわゆる時間外の関係で、今、副町長が説明してくれたので

すけれども、町民課についての説明がなかったのですけれども、私的には、平成２７年は

マイナンバーの取り組みについては相当オーバーワーク的なものがあったのでないかと思

うのですけれども、その辺の説明がなかったのですけれども、いずれにしても、そういう

業務上の、あるいは突発的な職員の病気とか、そういうものもあると思うのですけれど

も、実際上、陸別の職員、条例によると定数が８５人、一般の職員が、その８５人を守ら

れたというか、補充されて、満たされていて、なおかつそういう残業というか時間外があ

るのかどうか、準職員についても人数がどれぐらいなのか説明願いたいのですけれども。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。
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○副町長（佐々木敏治君） 報酬の関係ですけれども、諮問する中身を条例上は特定して

いると思うのです。例えば林業関係でしたら、施業計画ですとか、そういったものがある

かと思うのですけれども、そういうことを予想して予算は見ますけれども、結果として諮

問する事項がなかったと、結果としてですよ、そういったこともあるということも、まず

御理解をいただきたいと思います。

それと、職員の関係、町民課の時間外は分析しておりますので町民課長に後から答弁さ

せますけれども、例えば諮問機関というのは、あくまでも諮問する事項が前提で予算を見

るということになるのですけれども、結果として、先ほど言いましたけれども、諮問する

事項がなかったと、結果としてですね、条例に規定することがなかったと、そういった部

分で未執行になっているということが、まずこの中のゼロ回数、資料の中でもありますけ

れども、そういったことであるということは御理解をいただきたいと思います。

あと、住民に広く聞くというのは、これは当たり前の話でして、各委員さんにはやっぱ

り住民の代表の方が入っておりますので、そういったことは今後も同じ考え方で進めてい

くということになるかと思います。

あと、町民課の時間外については、町民課長から答弁させます。

定数の関係ですけれども、議員が８５人といったのは町長部局の職員です。教育委員会

部局ですとか、議会事務局部局、それから選挙管理委員会、それから農業委員会、各部

局、任命権者が違いますので、それらを合わせて職員の定数というのは１００人です、全

体でですね。平成２７年度末現在では９７人と、全体では、３人の欠員ということになり

ます。準職員はいません。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） 私から、町民課の平成２７年度における時間外勤務の主な要

因を説明申し上げます。

背景には、先ほど議員が触れられましたマイナンバーも関係しますが、国が推し進めて

います社会保障と税の一体改革によって、新たな法律が制定されたり、既存のさまざまな

関連法案の改正が行われております。そのことによって、当町の条例の制定や条例の改正

が行われていることが遠因としては考えられます。また、町民課は、通常業務において窓

口対応のウエートがそれぞれの担当において大きいところでありますので、新たな事業が

加わりますと、その業務に日中の業務時間内にかかわれない場合が多々生じます。このこ

とを前提として、各担当別に説明を申し上げます。

ます、戸籍住民担当では、冒頭に申し上げました内容と重なりますが、社会保障・税番

号制度、いわゆるマイナンバー制度の施行に向けた準備作業から、施行後のマイナンバー

カードの発行業務等による時間外勤務の増が昨年は主な要因となっております。

それから次に、広報広聴・統計担当では、通常業務におきましてもイベント取材が休日

となるために時間外勤務が伴いますが、昨年度は５年に一度の全国で一斉に行われます国
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勢調査業務が主な増要因となっております。

次に、税務担当であります。まず、税務業務の特徴を申しますと、昨年の実績から分析

した結果、４月から８月まで５カ月間の選挙事務を除いた時間外勤務の時間数が年間の４

７％を占めております。これは、各種税目の納税通知書の発付が、軽自動車税４月、固定

資産税５月、町道民税６月と、年度の前半に集中していることがあります。これらの準備

は３月から始めます。この時期は、例年、地方税法の改正に伴う町税条例の改正事務が行

われますが、冒頭で申しました関係で、番号法や消費税増税にかかわる改正が伴ってきて

おります。さらに、決算事務と並行して課税準備としての所得調査や住民税に係る扶養親

族等の調査、税務相談等が同時期に行われます。それで、さらに副町長が申し上げました

とおり、昨年は人事異動によって、４月から担当３人のうち１人は新採用者、１人は内部

昇格したことによって、業務内容で言うと３人とも初めての担当業務となりました。この

ことが主な要因として考えられますが、あわせて、３月から電算システムが、新しいシス

テムに切りかえが行われたことから、その対応に時間を要したことも増要因の一つであり

ます。参考までに申しますと、ことしの４月から８月までの時間外勤務の時間数は、税担

当でいきますと、昨年比で１１５時間の減となっておりますが、今後、業務の習熟度が高

まることで、さらに減っていくものと思っております。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） ７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） ３回目ということで最後なのですけれども、前段の審議会、ある

いは運営委員会とかそういうものについては、やっぱり予測される中で予算化して、実際

に開かれるということがメインだと思うのですけれども、それ以外に突発的なものもある

と思うのですけれども、私が言いたいのは、基本的にやっぱりこれだけ３０近いいろいろ

な町民の意見を聞く場の委員会というのは、やっぱり幅広く意見を聞く上で、例えば今回

出てきた医薬分業ですか、そういう言葉だって、きちんとやっぱり町民との対話をという

か、審議会等なんかにも話しをすることによって、いろいろな面で理解が深まるのでない

かと思いますので、今後、林業関係については、特に私は、農業の関係もあるのですけれ

ども、やっぱりそういう人たちの意見を少しでも幅広く、今、副町長の説明では、諮問す

るというか、聞く中身的なものは限られているので開催できなかったという話があるので

すけれども、やはり産業を進める上で、林業の問題というのはこれだけ重要なので、この

せっかくある委員会を回転させることが必要だと思いますので、今後、いろいろな委員会

がありますけれども、町長としては、昨年、新進の町長として町政を進める上では、やっ

ぱり十分そういう町民の意見を聞くための場を広く持つことによって、より確実な、自信

を持った町政もできると思うので、今後、予算化の上、あるいは確実に執行していくよう

な方法をとってもらいたいと思います。

それからもう一つ、定数の問題で、今、副町長の説明では、３名の欠員があるという

か、８５人が一応メインで、町長部局で、議会２人、教育委員会１１人、選管１人、農業
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委員が１人というか、委員会ですか、それがあって１００人というふうに定数が出ている

のですけれども、８５人の中で、今言った業務上で、教育委員会にしたって、議会にして

も、そんなに時間外があるわけではないので、職員の関係の８５人というのが、簡単に言

えば３人少ないのかなというふうに私としてとらざるを得ないので、やはり定数を満たし

た上で、職員の、もちろん病気的なものもあるということも考慮に入れると、きちんと

やっぱり職員を補うというか、満度にやって、そして町民課長が言いましたように、新人

の職員には、それなりのトレーニングがあったり、なれるまでというのがあるということ

になれば、その辺も人事のきちんとした配分をしながら、そして、予算を組む場合には、

ことしは何々の事業が、先ほども町民課長が言ったように、税の関係ではある程度オー

バーワークになるということになれば、人員をきちんとして、新しい人を３人補充したと

いうことになるのかもしれませんけれども、定数を守りつつ、適切な人員配置と仕事量を

見込みながら予算と同時に執行していって、最終的に不用額が出ないような形にしていっ

てほしいと思いますので、もちろん、時間外は予算化されないのかな、それとも実際にや

られていく上なのか、それは補正の中で進めていけると思いますので、どっちにしても、

町民の中と同時に町職員の健康問題ということでも監査委員が指摘していますので、やっ

ぱりきちんと仕事ができるように、健康状態が保たれていないと十分なる業務もできない

と思いますので、その辺についての考え方を最後にお聞きしたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） いろいろと御心配いただいていることには感謝を申し上げた

いと思いますけれども、執行上の問題もありますので、ここでああだこうだとは言いたく

はありませんけれども、定数の管理というのは私どももちゃんとしておりますし、職員の

定年に伴う年次計画の退職者の把握も全部しております。突発的に、年度途中において一

身上の都合でやめられる方というのが出てくるのも事実です。今年度も、もう既に２名の

方が一身上の都合でやめると。そういったことになってきますと、いろいろと定年制にお

ける職員の定員管理というのは、ある程度年次計画で私ども把握しておりますけれども、

年度途中でやめるとなると、なかなかその人員の確保というのは極めて厳しい状況がある

ということも、これは理解をしていただきたいと思います。特に町長部局というのは、一

般事務職もいれば、保健師もいる、保育士もいる、看護師もいます。８５名が全て事務職

ではないのですよね。そういったこともまず御理解をしていただいて……そういうふうに

思っております。したがって、急遽、特に今必要になってくる、例えば現場サイドの退職

ということになれば、定数にもある程度条例上の余裕を持って対応していかなければなら

ないということもございますので、職員何人いればいいのかという議論になってしまいま

すけれども、やっぱり自治体規模に合った定数というのは当然必要になってきますし、定

数の確保の中で、ある程度、一、二名の余裕を持っておいて、急遽退職する者に対する年

度途中の補充ですとか、そういったことも出てくるということも理解をしていただきたい

なと、そのように思っています。
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あと、前段、報酬の関係とかそういった部分については意見として伺っておきます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 野尻町長。

○町長（野尻秀隆君） 御質問の委員会だとか諮問機関の件なのですが、例えば林業のお

話しをされていましたが、林業関係では最低でも２回、これは森林組合、あとは商工会、

あと林業部会、各林業の事業所の役員の方含めて、年に２回、この林業振興委員会のほと

んどの方が属しているのですが、ほとんどと言ったらちょっと語弊があるのですが、半分

以上はその関係になるのですが、いろいろなことを情報交換しております。また、その都

度、必要があったものに関しては、必要に応じて、年２回に限らず開催して、ですから、

幅広く意見を聞いているつもりはしておりますし、それを行政に過去も反映させてきてい

るというふうに思っております。また、それが諮問にまで持っていく必要がないというこ

とだったので今まで開かれていないということも御理解いただきたいというふうに思って

います。

あと、今、副町長も話したのですが、職員、人員の件も、これはなかなか難しい問題で

ありまして、ですが、基本的にはやっぱり、いろいろな状況を想定しながら効率のよいも

のにしていかなければならないなと、そんなことを常に頭の中で考えております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

２番久保議員。

○２番（久保広幸君） ただいま質疑のありました時間外手当のことに関連しまして、一

応確認の意味で質問させていただきます。現状やむを得ない部分につきましては、副町長

から説明があったことは十分理解できることであります。さらに町民課長からは、改善の

方向に向かっているという説明もありました。そこで、一応監査委員も触れられておりま

すので質問させていただきますが、労基法の第３６条に基づく協定でありますが、これは

毎年度出すことになっているのだろうと思いますが、この協定の中身なのですが、これは

国の基準がありまして、１日当たり、それから一定期間というのは、多分、町は変則勤務

をしておりませんので１カ月単位と、それから１年間で何時間という決め方をしていると

思うのですが、この内容についてお伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 私どもは労働組合とは３６協定は結んでおりません、過去に

おいても現在においても。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ２番久保議員。

○２番（久保広幸君） わかりました。その部分につきましては意見書を参酌させていた

だいたということで、理解が不十分でありました。ただ、この数字を申し上げますと、国

の基準は１日当たりの時間には設定がないと思います。１カ月は４５時間、１年は３６０
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時間が限度と、これは国の告示であるはずです。そういう中で、１００時間を超えたも

の、それから３６０時間を超えるものと、こういう記載があるわけであります。やむを得

ない理由もわかるわけでありますが、これは明らかに過重労働の判断基準に触れる部分で

ございますので、一朝一夕で改善にはならないと思いますが、改善に向けた努力が必要だ

と思います。これは当然、労働者の出退勤の時間を確認する義務がある使用者は当然であ

りますが、働く労働者も、やはり業務の改善に向けた努力が必要だと思います。そういう

ことで、私としては、そういう双方の努力をいただきたいと、そういう希望をしているわ

けであります。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） この時間外の問題は、確かに労働基準法では３６０時間とい

うことでうたって、私どもも承知しております。ただ、やむを得ない事情というのは、ほ

とんど、ある程度要因にはあるのかなと思っています。先ほど言いましたように、イベン

トの関係ですとか、陸別町、イベントがやっぱり多いという、町外の方がいらっしゃいま

すけれども、それによって交流人口ですとか、体験滞在者がふえているというのも事実で

ございますので、そういった部分でいくと、イベント関係というのはすごく重要になって

くるのかなと。それと、選挙事務もございます。職員がどれだけいればいいかという議論

も、またこれ、一方ではあるのですけれども、先ほど言いましたように、陸別町の規模に

合った職員定数というのは、やっぱり必然として出てくると。そういった中で、これはい

ろいろな考え方があるでしょうけれども、一番大事なのは、現体制の中でいかに効率よく

仕事をするかということが一番あるかと思いますけれども、現状の中でやっぱり適切な対

応をしていく、これしか今の段階では言えないと思いますが、一つ言っておきたいと思い

ますが、去年もこの場で言ったかと思いますけれども、私ども、マンネリ化、マンネリ的

な時間外労働はやっぱり改善するということで、労働組合とも協力し合って、そういう組

合の協力をいただきながらマンネリ化した時間外勤務手当の解消というのは、現在も努力

しているということも、これは御理解をいただきたいというふうに思っております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 次に、歳入歳出全般について行います。ただし、歳入、歳出の質

疑を終えておりますので、相互に関連あるものに限ります。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 質疑なしと認め、これで終わります。

次に、実質収支に関する調書についての質疑を行います。１１８ページを参照してくだ

さい。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、財産に関する調書について、質疑を行います。１１９ペー

ジから１２７ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（宮川 寛君） なければ、これで議案第６０号の質疑を終わります。

これから、議案第６０号の討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第６０号平成２７年度陸別町一般会計歳入歳出決算認定についてを採決

します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、認定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第６０号は認定することに決定しました。

１１時２０分まで休憩いたします。

休憩 午前１１時０８分

再開 午前１１時２０分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

次に、議案第６１号平成２７年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認

定についての質疑を行います。

歳入歳出全般についての質疑を行います。

事項別明細書は、１４１ページから１６２ページまでを参照してください。

また、説明資料については、１６４ページからを参考にしてください。

２番久保議員。

○２番（久保広幸君） それでは、歳入と歳出にかかわる部分であります。これは共同安

定化事業に係る部分であります。歳入のほうは、６款１項２目１節の保険財政共同安定化

事業交付金、１４５ページであります。それから歳出のほうは、１５９ページの７款１項

３目１９節負担金補助及び交付金で、あわせまして、さらに第３表を参酌しております。

この事業は、市町村間の保険料の平準化と保険財政の安定を目的にして行われているとさ

れております。歳入歳出ともに前年度の２倍前後の金額になっておりますが、これは算定

となる人員の変動もあったと思われますが、主な要因として、平成２７年度から、昨年度

から、対象医療費が３０万円から１円以上に拡大されたこと、これによるものかどうかお

伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） ただいまの御質問にお答えします。この保険財政共同安定化

事業交付金、それから拠出金ですね、この事業につきましては、平成１８年１０月から、

レセプト１件３０万円を超える医療費について各市町村からの拠出金を財源として負担調

整を行っているということなのですけれども、おっしゃるとおり、平成２７年度から３０

万円を超えるとしていたものが１円以上、全ての医療費について対象となったということ
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によるものです。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） ２番久保議員。

○２番（久保広幸君） この場合、交付金と拠出金の関係を見た場合、拠出超過、これが

普通の状態なのか、逆に交付金超過になる場合もあるのかお聞きいたします。

○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） 申しわけございません、ちょっとこの超過の関係については

承知しておりません。

○議長（宮川 寛君） ２番久保議員。

○２番（久保広幸君） 今の部分は後ほどまたお聞きしたいと思います。

さらに、この交付金と拠出金との歳入歳出の差額、これを前年度比で見た場合、今申し

上げました拠出超過、この額が平成２７年度は平成２６年度に比べて３分の１くらいに圧

縮されているように見受けられるわけでありますが、これも対象領域が拡大されたことに

よる、いいほうの効果と、そのように理解してよろしいですか。

○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） これは、一応流れとしましては、国保連を通じての交付金と

いうことになりますが、実際の精算行為というのが翌年度とかになってきますので、

ちょっとその分析は行っておりませんので、申しわけありません、答えられません。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に実質収支に関する調書、１６３ページについて行

います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 以上で、議案第６１号の質疑を終わります。

これから、議案第６１号の討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第６１号平成２７年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決

算認定について採決いたします。

この採決は、起立によって行います。

本案は、認定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第６１号は認定することに決定しました。

次に、議案第６２号平成２７年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計歳入歳

出決算認定についての質疑を行います。
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歳入歳出全般についての質疑を行います。

事項別明細書は、１７２ページから１８５ページまでを参照してください。

また、説明資料については、１８７ページからを参照してください。

４番本田議員。

○４番（本田 学君） １７２ページ、診療収入ということで、１７３ページの上段に１

億９,８７２万６,２０３円ということであります。監査意見書の資料等々により説明しま

すと、過去５年で最も患者数とも少なかったということであります。ひとえに数字だけ見

て、売り上げがとか収入がというふうになるのはちょっとかと思うのですが、健康な人が

ふえれば病院に行く人も少なくなるということでありますが、ここに結びで、要因を分析

するのは困難性があるがとかというところから入るのですが、人口減少なり整骨院の開

業、あと、バス利用の助成の拡大によりということで、他の医療機関という受診がふえた

のではないかという、むすびということで書かれておりますが、ここ５年間で２億円を

切ったことがないのですが、この辺の分析というか、どのように理解されているのかとい

うところをまずお聞きしたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 丹野診療所事務長。

○国保関寛斎診療所事務長（丹野景広君） ただいまの御質問にお答えします。この監査

意見を踏まえてもありますが、この監査意見の中にもあります他の医療機関への受診とい

うことが確かにあります。これは近年の状況で、患者の希望も含めてですが、医師の判断

で専門性の高い治療が必要という患者さんもふえておりまして、紹介状で他の病院に行っ

てもらって、そこで通院してもらうなりということが多くなっていることも事実でござい

ます。また、整骨院に関しましても、これは湿布薬をもらう目的でと言ったら申しわけな

いのですが、腰痛ですとか関節痛の方でかかっていた方が、必然的に整骨院で治療を受け

て湿布をもらうということになりますので、こちらについても、これは当然やむを得ない

帰結だろうというふうに思っております。いずれにしましても、うちは総合診療しかでき

ませんので、専門性の高い病院にかかる分についての、それぞれのすみ分けという部分

で、この監査意見のとおり、仕方ない部分だというふうに判断しております。

診療収入が減ってきていることももちろん事実でございますけれども、ちょっと決算書

の１９２ページ、第５表を見ていただいて、ただ単に収入が減っただけではないというこ

とをちょっと御説明させていただきたいのですが、第５表には支出を分けて、総務費と医

業費と公債費というふうに分かれておりますが、この１と２の部分で、総務費のほう、実

は２億六千百万何がしというところがあります。実は前年度は２億４,９００万強という

ことで、１,１００万ほどの増となっております。２の医業費につきましては、平成２７

年度１億一千六百万何がしということですけれども、前年度は１億３,３００万というこ

とで、こちらにつきましては１,６００万ほど減じておるわけです。先ほど議員がおっ

しゃいました、診療収入につきましては、このページの一番右下に１億９,８７２万６,２

０３円というふうに書かれております。これ、前年度は２億１,４２８万７,５９７円であ
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りまして、１,５５６万１,３９４円の減ということであります。今、単純に比較します

と、医業費と診療報酬で、ほぼ、とんということになってございまして、診療報酬が減っ

ている分、支出の抑制も図っているわけでございますが、前段申し上げました総務費の部

分、こちらにつきまして、（１）から（３）の部分、人件費相当分でありますが、こちら

は年度の後半で看護師の補充が２件ありましたので、２９０万円ほどふえております。そ

れから、（４）、（５）、（６）の部分が少しずつふえておりますが、こちらにつきまし

ては、実は看護師を補充するまでの間、臨時の応援ナースを呼んでいる関係がございまし

て、こちらの部分で、応援ナースだけで約６００万円の支出がありました。これを除きま

すと、ほぼ平年ベースなのだろうというふうには考えてございますが、それで、先ほどの

１億９,０００万円、減じた部分の診療収入につきましては、減ったものは間違いなく

減っておりますが、これは、先ほども言われたとおり、他の医療機関を受診している部

分、あとは、皆さんがそれほど、患者となる住民の数自体も若干減っております、という

こともありますので、うちに来なくなっているというよりも、うちに来る必要がなくなっ

ているというふうに分析をしております。ただ、今いろいろと町民の中にも意見がござい

ますので、できる限りうちの診療所に、とりあえず診療所に行ってみるかという感じで、

気軽に今、何か病気があれば来てもらえるような、来ていただけるような環境を職員全体

でつくり上げていきたいなというふうには考えているところです。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に実質収支に関する調書、１８６ページについて行

います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 以上で、議案第６２号の質疑を終わります。

これから、議案第６２号の討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第６２号平成２７年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計歳

入歳出決算認定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、認定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第６２号は認定することに決定しました。

次に、議案第６３号平成２７年度陸別町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

ての質疑を行います。
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歳入歳出全般についての質疑を行います。

事項別明細書は、１９８ページから２０７ページまでを参照してください。

また、説明資料については、２０９ページからを参考にしてください。

３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） それでは、お尋ねをいたします。５年間のトータルを見ても、有

収率がだんだん７０.９ということと、また、意見書にありますように、一部の老朽化

と、更新が必要という時期に来ているということなのですけれども、ここら辺のことを、

年次計画、総合計画だとかいろいろで、どこら辺から手をつけていくのかお尋ねをすると

同時に、このたびの台風で、新得町、清水町、芽室町、大きな断水、ようやく清水町が一

部復旧をしてきたと、また、新得町においてはまだかかるということなのですけれども、

仮にうちの給水施設が、小利別でこの間の７号、１１号、１０号で４３０ミリと、この間

の温帯低気圧で１００ミリあるわけなのですけれども、仮にうちの貯水場の施設がやられ

たというときに、うちの被害というのはどういうことを想定しているのか、仮に断水にな

るとどのぐらい続くのか。例えば、鹿追町で民主党時代に、それは必要ないということで

できなかったあれが、自民党になってから鹿追町にスーパー貯水池ということで、士幌

町、鹿追町、あと芽室町と、大きな水がめをつくったということが、今回あそこの地域の

人らが断水がなかったと、清水町はそのときに加入をしなかったという経緯があるのです

けれども、うちはこれだけの大雨が降る事態になったときに、果たしてその大きな水がめ

をどこかにつくっておいたらいいのではないかと思うのですけれども、例えばこれだけ大

きな５００頭規模の酪農家が出てきたとき、その水を運ぶだけでも大変だと思うのですよ

ね。そこら辺を、今後、年次を追ってどういう形で町民の生活に欠くことのできない大事

な水をどういうふうにして守っていくのか、そこら辺をお尋ねをします。

○議長（宮川 寛君） 高橋建設課長。

○建設課長（高橋 豊君） 今回、有収率の関係で下がっているというような御指摘なの

ですけれども、平成２７年度におきましては、大きな漏水事故が２件ほど起きておりま

す。１件につきましては１２月２４日に上斗満で１件と、ことしの１月末にイベントセン

ター付近で漏水が１件と、その２件がちょっと大きな漏水事故ということで、若干という

か、有収率が下がっているということでございます。

それと、あと年次計画の関係でございますが、これは簡水なので、簡水だけではなく

て、平成２９年度に向けては上陸別地区、これは昭和５４年から昭和５８年にかけて整備

しているものなのですけれども、これにつきましては、平成２７年度で調査地区というこ

とで調査をして、平成２９年度の採択に向けて、今、担当が取り組んでいるということで

ございます。それとあと斗満地区の陸別市街を守る水道、熊の沢に水源地を持っているの

ですけれども、これにつきましては、今、機械の更新ということで、年次計画を立てなが

ら更新をしている最中でございます。それと、トラリにつきましては、御存じのとおり、

平成２６年で完了しておりますので、とりあえず問題がないと。特に地下水をくみ上げて
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いますので、水源地の問題はないというふうに考えております。そして、あともう１件、

日産の中にある湧水、これも利用していますので、水源地については湧水を利用しており

ますので問題ないと思っていますが、これについては、中山間整備事業で近年やったばか

りなので、当面の管路の関係については問題ないのですけれども、その機械設備について

は少しずつ整備をしながらやっていきたいというふうに考えております。今一番問題にし

ているのは、一番古い上陸別、第２上陸別としての新規採択に向けて頑張っているところ

でございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君）例えば浄水場を、仮にうちのトラリを例に挙げると、ボーリングに

よって地下水をくみ上げるということで、恐らくあの水道工事がなかったら、トラリは恐

らく埋まっていたでしょうね、今回の大雨で。本当に助かったと思っています。それで、

やはり熊の沢からこの斗満、陸別町民全て守っているわけなのですけれども、ここら辺も

やっぱり地下ボーリングによってどこかを見つけて、それをやはりスーパー貯水池にして

おいてためるようにしておくとか、何かそういう方法がとれないのかなと、そういうふう

に思うのですよね。仮に一発あそこをやられたら、陸別町民、斗満、全てがいかれると思

うので、絶対何でもないのかどうか、そこら辺をもう一度。

○議長（宮川 寛君） 高橋建設課長。

○建設課長（高橋 豊君） 絶対ということは、この場では避けたいと思うのですけれど

も、ただ、水源的には、量についても、ちょっとこのごろは濁度が激しいということも聞

いておりますので、そういったことで、機械設備と、あと通信網ですね、今もそうなので

すけれども、担当者に濁度なり警報が入るように、瞬時でデータなりが入ってきますの

で、ある程度につきましては、こちらサイドで機械で調整できるという機能も持っていま

すので対応できますが、当然、警報が入れば、担当は２４時間出ると、今もそうなのです

けれども、非常に苦労しているということもあります。今後、当然こういった熊の沢だと

か町全体の水源については、見直しというか、ほかの方法があるかどうかを探っていきた

いというふうに考えておりますので、御理解のほどをお願いしたいと思います。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に実質収支に関する調書、２０８ページについて行

います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 以上で、議案第６３号の質疑を終わります。

これから、議案第６３号の討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。
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これから、議案第６３号平成２７年度陸別町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、認定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第６３号は認定することに決定しました。

次に、議案第６４号平成２７年度陸別町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いての質疑を行います。

歳入歳出全般についての質疑を行います。

事項別明細書は、２１８ページから２２５ページまでを参照してください。

また、説明資料については、２２７ページからを参考にしてください。

７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） 先ほど水道会計が終わったので、水道関係のことについて質問は

避けたいのですけれども、そのときに多胡議員からいろいろ質疑があったのですけれど

も、公共の水道と、それから下水道について、くどいようですけれども、先ほど私質問し

たように、審議会がちゃんとあるのですよね、陸別町水道・下水道審議会、これはもちろ

ん下水道の関係のほうについては予算化もされていないし執行もされていないということ

は、この審議会が開かれていないということを鑑みると、先ほどの水道の関係、そして

やっぱり時節とともに必要な会議ではないかなと私は思うのですよね。そういった意味

で、今言ったように不測の事態に陥ったときのことも考える想定をした審議会というの

は、諮問内容も、水道、下水道についていろいろ今後の普及とか管理体制なんかも書かれ

ておりますので、少なくとも会議は一度は持って、先ほどの質問の答えを導いたり、下水

道に関しては、現在、多分１００ではないと思うのですよね、町内の下水道普及。説明が

あったのかどうかちょっとわかりませんけれども、説明していて私が聞き逃していたら失

礼ですけれども、もう一度、実際に普及率は幾らか。それと、下水道については、市街に

限って終末処理場があるからなのですけれども、いわゆる市街から外れたものについては

どういうような今後の施策として、いつだかの議会でも、農村地帯においては、こうい

う、下水道ではないけれども、そういう終末処理をどういうふうにするかという質問も

あったと思うのですけれども、そういった面もあわせた中で、私の言いたいのは、やっぱ

り審議会をきちんと開いたほうがいいのではないかということを述べて、説明を願いたい

と思います。

○議長（宮川 寛君） 高橋建設課長。

○建設課長（高橋 豊君） まず先に水洗化率の関係ですけれども、これは２３１ページ

の下水道使用料徴収実績調ということで、２本目というか、処理状況というところで、水

洗化率、９０.２ということで、現在９０.２％ということでございます。
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それとあと審議会の関係なのですけれども、平成２７年度についても行われてはいない

のですけれども、前回は、消費税が５％から８％になったときに、消費税の絡みでどのよ

うな対応をしたらよいのかということで審議会を開いて答申をいただいたところでござい

ます。主に、今、議員が言ったように、一般的な話ということではなくて、両方とも特別

会計で、厳しい状況で、どちらかというと料金値上げに関する関係、経営がちょっと厳し

いというときに審議会を開いて意見をいただいているということでございます。中身的に

はそのような審議内容ですので、毎年開くということではなくて、特別に、何か先ほど

言ったように、災害か何か、そういったもので、どうしても特別会計でやっていけないよ

うな状況だとか、そういったことがあれば当然やっていかなければならないのかなという

ふうに考えております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ７番谷議員。

○７番（谷 郁司君） 先ほども審議会のことについて言ったのですけれども、２条の

（３）ですか、いわゆる町長が必要と認めた場合には開くことができるとなっていますの

で、その辺は、やっぱり町民の意見なり、先ほどの水道に関しての意見なんかも、やはり

一度はというか、災害時についてはどうなのかということまで含めたことを考えた審議会

の開催を望みたいと思いますので、その辺、町長よろしくお願いします。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） この水道・下水道審議会の条例が制定された当時は、主に、

建設課長が言ったように、水道料、下水道料金、そういったものの見直し、議員御存じの

とおり、特別会計というのは、本来は独立採算制が原則ですから、そうすると、御存じの

とおり、一般会計からの繰入金がどうしても特別会計は支援を受けていると。そういった

中で、水道、下水道料金の見直しを第一に考えたこの条例の制定だったのですね。従来ど

おり、建設課長が話したとおり、今まで開催しているというのは、まさしく水道料、下水

道料の、そういう節目の改正時に諮問をして答申をいただいていると、そういう内容であ

ります。したがって、今後ともそういう考え方は変わりませんけれども、議員のお話につ

いては意見として伺っておきたいと思います。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に実質収支に関する調書、２２６ページについて行

います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 以上で、議案第６４号の質疑を終わります。

これから、議案第６４号の討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第６４号平成２７年度陸別町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、認定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第６４号は認定することに決定しました。

次に、議案第６５号平成２７年度陸別町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定に

ついての質疑を行います。

歳入歳出全般についての質疑を行います。

事項別明細書は、２３７ページから２５６ページまでを参照してください。

また、説明資料については、２５８ページからを参考にしてください。

６番渡辺議員。

○６番（渡辺三義君） ２４５ページ、歳出、１款総務費３項介護認定審査会費、その２

目の認定調査費という項目がございます、監査報告も見させていただきましたら、平成２

７年度の介護認定が実施されまして、要支援１から介護度５まで、平成２７年度において

は１８８人と報告されておりますが、その中で、介護度、一番重い介護度の方が１２人と

聞いております。現在、介護度５の方についてはどのように過ごされているのか、ちょっ

とお伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 丹野保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） ただいま現在ということでよろしいでしょう

か、平成２８年度の今ということですか。介護度５の方々につきましては、しらかば苑、

特別養護老人ホームに入所されている方、こちら、５人であります。療養型の病院に入ら

れている方が２人。実は、現在、死亡されている方がいらっしゃいますので、その方々は

当時、特養か療養型の病院にいたということであります。ちょっと前と言いましたらあれ

ですけれども、在宅にいた方がいらっしゃいましたけれども、幸か不幸かわかりません

が、介護度４になったがために、在宅にいますけれども、介護度５ではなくなったという

ことで、介護度５でも自宅で、その介護力がある御家庭であれば見ていくことはできるな

というふうにこちらのほうでは分析しておりまして、そういう認識でございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に実質収支に関する調書、２５７ページについて行

います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（宮川 寛君） 以上で、議案第６５号の質疑を終わります。

これから、議案第６５号の討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第６５号平成２７年度陸別町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認

定についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、認定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第６５号は認定することに決定しました。

次に、議案第６６号平成２７年度陸別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いての質疑を行います。

歳入歳出全般についての質疑を行います。

事項別明細書は、２６４ページから２７３ページまでを参照してください。

また、説明資料については、２７５ページからを参考にしてください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、実質収支に関する調書、２７４ページについて

行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、以上で、議案第６６号の質疑を終わります。

これから、議案第６６号の討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第６６号平成２７年度陸別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、認定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第６６号は認定することに決定しました。

午後１時まで昼食のため休憩いたします。

休憩 午前１１時５５分

再開 午後 １時００分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

────────────────────────────────────
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◎追加日程第１ 議案第６７号平成２８年度陸別町一般会計補正予算

（第５号）

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 追加日程第１ 議案６７号平成２８年度陸別町一般会計補正予算

（第５号）を議題にします。

提案理由の説明を求めます。

野尻町長。

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第６７号平成２８年度陸別町一般会計補正予算（第

５号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０１万８,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７億３,０２５万４,０００円とするもの

であります。

以上、議案第６７号の内容につきましては副町長から説明申し上げますので、御審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、議案第６７号の説明をいたします。

平成２８年度陸別町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、５ページをお開きください。

５ページ、歳出であります。

２款総務費１項総務管理費１２目銀河の森管理費１８節備品購入費、管理用備品１０万

円ですが、実は、コテージ村の１０人用のコテージのクッキングヒーターが９月６日の日

に壊れまして使用不可となりました。この１０人用コテージのクッキングヒーターは、平

成１１年のコテージ開設時期からのものでありまして、もう１７年経過するというような

ものでして、早急に更新をしなければコテージの使用に支障を来すということで、今回、

追加ですけれども補正を上げさせていただきました。資料追加２のナンバー１にカタログ

的なものをつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

それから、１１款災害復旧費１項農林水産業施設災害復旧費１目農業施設災害復旧費１

５節工事請負費、農業用施設工事９１万８,０００円ですが、実は、台風７号からの影響

によりまして、トラリ公共草地の監視舎手前５００メートルぐらいのところで、倒木が電

線にかかって電線が伸びた状態になっています。したがって、このまま放置しますと支障

を来すものですから、張りかえに係る工事費として９１万８,０００円を追加で上げさせ

ていただきました。

以上で歳出を終わりまして、歳入４ページにお戻りください。

４ページの歳入であります。
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９款地方交付税１項地方交付税１目地方交付税、今回、普通地方交付税で４５万９,０

００円を補正いたします。既定額から補正した額が２２億５,８２２万６,０００円でし

て、普通交付税が２０億７,８２２万６,０００円、特別交付税が１億８,０００万円の内

訳となっております。ちなみに、９,７３３万６,０００円の普通交付税を現時点では留保

している形になります。

それから、１２款使用料及び手数料１項使用料１目総務使用料ですが、５節の銀河の森

宇宙地球科学館等使用料１０万円、コテージ村の使用料を今回１０万円を財源にしてクッ

キングヒーターの購入に充当したいと考えております。現在、コテージも当初予算から見

ると利用が伸びているということで、財源を１０万円充当しております。

１９款諸収入５項雑入３目雑入７節雑入、建物災害共済金４５万９,０００円ですが、

これは先ほど歳出で説明した農業用施設災害復旧費の２分の１分が保険で、災害共済金と

して歳入で入ってきます、そういう歳入の補正となります。

以上で歳入を終わりまして、以後、御質問によってお答えをしたいと思っておりますの

で、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） これから、質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから５ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第６７号平成２８年度陸別町一般会計補正予算（第５号）を採決しま

す。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第６７号は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１０ 意見書案第３号林業・木材産業の成長産業化に向けた

施策の充実・強化を求める意見書の提出について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１０ 意見書案第３号林業・木材産業の成長産業化に向け

た施策の充実・強化を求める意見書の提出についてを議題とします。
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事務局長に意見書の本文を朗読してもらいます。

○事務局長（吉田 功君） 意見書案第３号を朗読をさせていただきます。

林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書。

本道の森林は全国の森林面積の約４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、林産物

の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させるために

は、「植えて育てて、伐って使って、また植える」といった森林資源の循環利用を進める

必要がある。

また、森林の整備を進め、木材を積極的に利用して林業・木材産業の成長産業化を図る

ことは、山村地域を中心とする雇用・所得の拡大による地方創生にも大きく貢献するもの

である。

このような中、森林の公益的機能の維持増進や森林資源の循環利用の実現に向け、森林

整備事業及び治山事業や次世代林業基盤づくり交付金等を活用し、植林・間伐や路網の整

備、山地災害の防止、木造公共施設の整備など、さまざまな取り組みを進めてきたほか、

まちの単独事業である民有林造林促進事業により森林整備に取り組んできたところであ

る。

人工林資源が本格的な利用期を迎えており、こうした取り組みをさらに加速し、地域の

特性に応じた森林の整備・保全を着実に進めるとともに、森林資源の循環利用による林業

・木材産業の成長産業化を実現するための施策の充実・強化を図ることが必要である。

よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。

記。

１、「森林環境税（仮称）」等を早期に創設し、森林の整備や木質バイオマスの有効利

用など、森林吸収源対策を推進すること。

２、森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山村における雇用の

安定化を図るため森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保すること。

３、森林資源の循環利用を通じて林業・木材産業の成長産業化を実現するため、地域の

実情を十分に踏まえ、森林整備から木材の加工・流通、利用までの一体的な取り組みに対

する支援措置を充実・強化すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。

平成２８年９月。

北海道足寄郡陸別町議会議長宮川寛。

以上でございます。

○議長（宮川 寛君） 提出者の多胡議員から趣旨説明を求めます。

３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君）〔登壇〕 本意見書について、本町議会が加入している森林・林業

・林産業活性化推進議員連盟から意見書の提出を要望されているものでありますが、ただ

いま事務局長が朗読した内容のとおりで、林業、木材産業にかかわる施策を国に対し積極



― 33 ―

的に行うよう求めるものであります。

我が国において森林の持つ公益的機能は、水源の涵養や水害等の災害防止はもちろん、

二酸化炭素の吸収、固定の果たす役割に極めて重要であることは、広く国民に認識されて

おりますが、このたびの台風の被害に接し、改めてその重要性を感じたところでありま

す。

本町の民有林では約１,０００ヘクタールの未立木地があるほか、カラマツのキクイム

シ被害により、今後、約６５０ヘクタールの面積が伐採、造林を必要としております。本

町の単独施策として民有林造林推進事業を実施し、造林を促してきましたが、林業労働者

や苗木の確保の問題や補助金の配分などの事情もあり、未立木地の増加が続いている状況

となっております。

森林所有者の造林意欲の低下が見られる中、公的資金を投入しなければ造林が進まず、

林業、木材産業が立ちいかない状況を踏まえ、国に対し引き続き要望書を提出しようとす

るものであります。

以上、簡単でありますが、議員各位の御賛同をお願いし、趣旨説明とさせていただきま

す。

○議長（宮川 寛君） お諮りします。

本意見書案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認め、意見書案第３号林業・木材産業の成長産業化に

向けた施策の充実・強化を求める意見書の提出についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

意見書案第３号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、意見書案第３号は可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１１ 意見書案第４号子ども医療費助成に係る国民健康保険

の国庫負担減額調整措置の廃止を求める意見書の提出

について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１１ 意見書案第４号子ども医療費助成に係る国民健康保

険の国庫負担減額調整措置の廃止を求める意見書の提出についてを議題とします。

事務局長に意見書の本文を朗読してもらいます。

○事務局長（吉田 功君） 意見書案第４号を朗読をさせていただきます。

子ども医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止を求める意見書。
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我が国の少子化は深刻な事態にあり、若い世代が安心して結婚・子育てができる環境の

整備が急務となっている。

それぞれの地方自治体においても、地方創生に向け、人口減少問題を初めとした課題に

対し積極的な対応が必要となっており、子ども医療費の自己負担分について本町を含む多

くの市町村が無償化を行っている。

子ども医療費の助成は、家庭の経済的環境を問わず、誰もが医療機関へ受診することが

でき、疾病などの早期診断と早期治療を促進し、日本の将来を担う子どもたちが健康に成

長していけることを目的としている。

国では、国庫負担減額調整措置について、「ニッポン一億総活躍プラン」において年末

までに結論を得ることとされた。

子ども医療費については、少子化対策として国が取り組むべき課題と考えるが、それま

での間、地方自治体が行う助成に対して行われている国民健康保険の国庫負担減額調整措

置を廃止するよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。

平成２８年９月。

北海道足寄郡陸別町議会議長宮川寛。

以上でございます。

○議長（宮川 寛君） 提出者の久保議員から趣旨説明を求めます。

久保議員。

○２番（久保広幸君）〔登壇〕 子ども医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調

整措置の廃止を求める意見書の提出につきまして、提案の趣旨を述べさせていただきま

す。

健康保険制度に定める子ども医療費の自己負担は、就学前の乳幼児は医療費の２割、小

学生以上は大人と同じ３割を窓口で支払うようになっております。これは国が定めている

ことで、全国どこに住んでいても条件は同じですが、自治体独自の予算で医療費の負担を

減らすことができるようになっております。それが子どもの医療費助成制度であり、現在

は全国の全ての市区町村がこの制度を設けております。これは、都道府県が事業内容を決

定し、市区町村が都道府県の補助を受けて実施しております。北海道の場合を例に説明さ

せていただきますが、通院の場合は小学校就学前まで、入院の場合は小学校卒業まで、扶

養義務者の所得と対象となる乳幼児、児童の年齢による制限があるものの、子供の医療費

の自己負担を軽減しております。さらに、少子化対策や人口の流出に歯どめをかけようと

する市区町村同士が競い合うようにして、独自の助成として対象年齢を拡大する動きが広

がっております。当町におきましても、昨年度からは満１８歳の年度末までの医療費を全

額助成し無料にしております。

なお、北海道は、本年度当初における全１７９市町村の助成拡大実施状況を公表してお

ります。それによりますと、入通院について、北海道の子ども医療費助成制度に定める小
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学校の就学前または卒業までにとどめているのは２４市町村のみで、残る全ての市町村が

何らかの助成の拡大措置を行っております。初診時一部自己負担及び扶養義務者の所得制

限のあるなしの違いはあるものの、当町と同様に入通院ともに満１８歳の年度末まで全額

助成しているのは４７市町村で、特筆は、大学卒業までを対象にしている南富良野町がご

ざいます。

全国的にも同様の状況が考えられるわけでありますが、そのような状況下において、国

は窓口負担を軽減化することに伴う波及効果で医療費が増加した分は自治体が負担すべき

として、子ども医療費の窓口負担を軽減している自治体に対して国民健康保険国庫負担の

減額調整を行っております。一方で出生数の減少が繰り返される中で、国は少子化と子供

の貧困問題などに全力で取り組むとしており、これに呼応して、地方は厳しい財政の中

で、この子ども医療費助成を含む子育て支援を最優先の施策として取り組んでおります。

本来、子ども医療費の無料化は国が少子化等の対策として取り組むべき課題であり、こ

のような状況を憂慮した全国町村会などの地方３団体は、昨年１１月、国に対してこの減

額調整措置の廃止を要請しておりますし、全国の地方自治体におきましても、それぞれに

同趣旨の意見書を採択しているところであります。かねてから、地方は地方創生の最重要

施策として子育て支援を掲げてきており、国民健康保険に関する国と地方の協議におい

て、地方単独事業に係る国庫負担減額調整措置の見直しといった地方からの提案について

も、現行制度の趣旨や国民健康保険財政に与える影響等を考慮しながら引き続き議論して

いくとしておりましたが、決してはかばかしい状況にはなっておりません。

このようなことから、子供の医療費の無料化を国の制度にすることを求めるものであ

り、それまでの間、地方自治体が行う子ども医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減

額調整措置を廃止するよう強く求めるものであります。

議員の皆様にはぜひともこの提案に御賛同いただき、国及び政府に対して子ども医療費

助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止に向けたお力添えを賜りますよう

お願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） お諮りします。

本意見書案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認め、意見書案第４号子ども医療費助成に係る国民健

康保険の国庫負担減額調整措置の廃止を求める意見書の提出についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

意見書案第４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、意見書案第４号は可決されました。
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────────────────────────────────────

◎追加日程第２ 意見書案第５号平成２８年８月の連続４台風による

災害への対応を求める意見書の提出について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 追加日程第２ 意見書案第５号平成２８年８月の連続４台風によ

る災害への対応を求める意見書の提出についてを議題とします。

事務局長に意見書の本文を朗読してもらいます。

○事務局長（吉田 功君） 意見書案第５号を朗読させていただきます。

平成２８年８月の連続４台風による災害への対応を求める意見書。

北海道十勝地域（１市１８町村）では、８月中に、台風７号、１１号、９号、１０号が

相次いで上陸、接近したほか、前線による集中豪雨が発生し、河川の氾濫、堤防の決壊、

土砂崩れなどにより、住宅や農地への浸水及び道路、線路、橋梁などの損壊被害が地域の

全域で発生し、住民生活と地域経済に大きな影響を及ぼしている。

この被害により、９月７日現在、２名のとうとい命が犠牲となり、２名が行方不明と

なっているほか、住宅被害は３３０件を超え、停電や上下水道の生活ライフラインが寸断

され、道路・鉄道などの交通網も、主要路線でさえ復旧のめどが立っていない状況にあ

る。

収穫期を前にした畑の流失、冠水、浸水による農地、農作物、家畜被害や停電・断水に

よる被害、さらに河川から海へ流失した大量の流木は、最盛期を迎える秋鮭定置網や昆布

などの漁業への影響が懸念されるなど多岐に及んでおり、物流が停滞する結果、国民の食

糧供給基地である本地域が及ぼす影響ははかり知れない状況にある。

ついては、このたびの災害からの迅速な復旧と住民の通常な生活を一刻も早く取り戻す

ため、次の措置を講ずるよう強く要望する。

記。

１、４つの台風被害を災害対策法の指定する激甚災害として早期に指定すること。

２、河川の被災箇所の早期復旧及び再発防止のための治水対策を早急に進めること。

３、主要国道の復旧を優先して早急に進めること。

４、ＪＲ北海道根室線、石勝線の早期復旧のため、国として可能な最大限の支援を行う

こと。

５、農林水産業関係に甚大な被害が生じ、今後の生産等への深刻な影響が懸念されるこ

とから被災生産者などへの十分な措置を講ずること。

６、災害復旧事業の財源となる地方債の所要額を確保するとともに、地方交付税措置の

拡充を図ること。

７、特別交付税による十分な措置を講ずること。

８、被災者生活再建支援制度の拡充を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。
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平成２８年９月。

北海道足寄郡陸別町議会議長宮川寛。

以上でございます。

○議長（宮川 寛君） 提出者の本田議員から趣旨説明を求めます。

本田議員。

○４番（本田 学君）〔登壇〕 意見書趣旨説明をいたします。

先月の８月に本道を襲った台風や前線による大雨により、十勝では過去に経験したこと

がないような甚大な被害を受けました。これにより、２名の方のとうとい命が犠牲とな

り、いまだ避難所生活を余儀なくされている方や断水になっている地域があり、心よりお

見舞い申し上げます。

報道によりますと、被害箇所、被害額は膨大なものとなり、復旧には相当な期間を要す

る見込みとなっています。意見書の内容につきましては、ただいま事務局長が朗読した内

容のとおりでありますが、この災害からの一日も早い復旧、復興のため、激甚災害指定を

初めとした行政への財政支援、被災者、被害者への支援、交通網の早期復旧などについて

国に求めるものであります。

議員各位には御賛同をいただけるものと確信しておりますので、簡単でありますが、趣

旨説明といたします。

○議長（宮川 寛君） お諮りします。

本意見書案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認め、意見書案第５号平成２８年８月の連続４台風に

よる災害への対応を求める意見書の提出についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

意見書案第５号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、意見書案第５号は可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１２ 発議案第２号議員の派遣について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１２ 発議案第２号議員の派遣についてを議題とします。

お諮りします。

発議案のとおり、９月１７日から２１日までの間、カナダ・ラコーム市で開催されるラ

コーム市姉妹友好提携３０周年事業に本田副議長を、１１月１９日、東京で開催される東

京陸別会に、谷議員、久保議員、渡辺議員を、１０月４日、総務常任委員会所管事務調査



― 38 ―

のため、視察に足寄町へ、委員外議員を含む議員全員を、今年度中に、産業・総務常任委

員会により台風などによる被害状況視察のため、管内被災町村へ議員全員を派遣したいと

思います。なお、被害状況視察の日程については、議長において一任願いたいと思いま

す。御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、本件は議長発議のとおり派遣することに決定します。

────────────────────────────────────

◎日程第１３ 委員会の閉会中の継続調査について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１３ 委員会の閉会中の継続調査についてを議題としま

す。

議会運営委員会、総務常任委員会及び産業常任委員会の各委員長から、会議規則第７５

条の規定による申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。

お諮りします。

各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。

────────────────────────────────────

◎閉会の議決

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） お諮りします。

本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。会議規則第７条の規定によ

り、本日で閉会したいと思います。御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。

────────────────────────────────────

◎閉会宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これで、本日の会議を閉じます。

平成２８年陸別町議会９月定例会を閉会します。

閉会 午後 １時２９分


